
様式１（特別支援学校）
【特別支援学校用】

令和７年度学校評価 結果・学校関係者評価

５ 最終評価
（１）共通評価項目

評価項目 取組内容
成果指標

（数値目標）
達成度
（評価）

実施結果 評価 意見や提言

●学力の向上

●児童生徒一人一人のニーズに応じた
指導・支援による確かな学力の定着

〇「児童生徒のニーズを踏まえた指導・
支援が行われた」と回答する保護者
80％以上
〇「個別の指導計画をもとに指導及び評
価を適切に行うことができた」と回答する
教員80％以上

・個別の教育支援計画や指導計画は、保護者と共に作成するとい
う意識を持ち、相談や説明を十分に行う。
・個別の教育支援計画・個別の指導計画作成時に級外や係から指
導・助言を行う。
・学部間の情報交換や進級時の引継ぎを計画的に実施できるよう
児童生徒の早下校日を設定し、情報交換の時間を確保する。
・自立活動に関する知識や技能を習得するために全員参加の研修
会を年２回、任意参加の学習会を年10回実施し、専門性の向上を
図る。また、個別相談に応じることができるよう、相談日を年８回設
定する。

A

・「児童生徒のニーズを踏まえた指導・支援が行われた」と回
答する保護者は92％であった。
・「個別の指導計画をもとに指導及び評価を適切に行うこと
ができた」と回答した教員は98％であった。
・各計画について、保護者懇談や支援会議等で確認したり、
合意形成を図ったりすることができた。教育支援計画作成時
には、指導・助言の時間を設けて複数の職員で個に応じた
計画を作成することができた。
・学部間の引継ぎのため、児童生徒の様子を参観するように
呼び掛け参観期間を設定することができた。
・学習会においては、その内容によって参加者の変遷はあ
るが、5～20名の人数が参加し、また、会後に「資料がほし
い」との声が知肢関わらず複数あった。
・「自立活動の計画」記載内容については、自立活動の指導
の流れを理解した記述が多く見られるようになった。

A

・「児童生徒のニーズを踏まえた指導・支援が行
われた」と回答する保護者が９割を超えており、素
晴らしい。
・丁寧な指導は、保護者の安心にもつながるの
で、引き続きお願いします。

●児童生徒が、自他の生命を尊重する
心、他者への思いやりや社会性、倫理
観や正義感、感動する心など、豊かな心
を身に付ける教育活動

〇学部を超えた学習活動や交流及び共
同学習の実施　年間３回以上
〇年間３冊以上図書室の本を借りて読
んだ児童生徒80％以上

・交流及び共同学習(居住地校交流・学校間交流)を計画的に
実施する。
・知肢合同単元や学部合同単元等を計画的に実施する。
・図書まつりや読み聞かせ会等を通じて本に興味を持つよう
啓発活動を行う。
・多読賞や努力賞を設定し、学期ごとに表彰を行う。

A

・交流及び共同学習は、各学部ほぼ計画通り実施でき
た。
・学部合同単元や同学年による知肢合同単元をとおし
て、児童生徒同士が関わり合いを深めることができた。
・唐津近代図書館から本を100冊借りるなど地域の図
書館と連携して読書を推進することができ、利用者も多
くなった。年間3冊以上本を借りた児童生徒は80％を超
えた。

A

・知的障害学級と肢体不自由学級の合同単元の
ような児童生徒同士が関わりを深める活動を今後
も継続してほしい。
・定期的に本の入れ替えをすると、生徒の興味も
出て来ると思います。

●いじめの早期発見、早期対応に向け
た取組の充実

○いじめ防止、事案対処等について適
切に組織的対応ができていると回答した
教員90％以上

・職員対象のいじめに関する研修を年２回以上実施する。
・年2回の学校生活アンケートによるいじめの認知・覚知を行
い、組織的に早期の対応を図る。
・生徒対象のSOSの出し方研修会の実施や相談しやすい環
境作りとともに、情報共有や体制作りの方法を明確化する。

A

・いじめ防止、事案対処等について適切に組織的
対応ができていると回答した教員は97％、保護者
は94％であった。
・２回目の学校生活アンケートを実施し、その後組
織的に早期の対応をすることができた。

A

・先生方が孤立しないように組織的な対応が重要
である。

●児童生徒が夢や目標を持ち、その実
現に向けて意欲的に取り組もうとするた
めの教育活動。

●「職員は児童生徒のよいところを口頭
や連絡帳等で保護者に伝えてくれてい
ると思う」と回答した保護者80％以上
●「将来の夢や目標を持つことにつなが
るような学習活動を設定した」と回答す
る教員80％以上

・保護者や児童生徒に対し、よい点や頑張りを口頭、連絡
帳、学級通信等で伝える。
・「本校の教育」を職員全体で共通理解し、一貫した支援を行
う。
・学校生活の様々な場面において、児童生徒が主体的に取り
組むことができるように「できる状況づくり」を心がける。
・お互いの頑張りを認めたり、達成感を共有したり、次の単元
へ向けた意欲をもたせたりするための学習活動を設定する。

A

・「職員は児童生徒のよいところを口頭や連絡帳等で保護者
に伝えてくれていると思う」と回答した保護者は96％。
・将来の夢や目標を持つことにつながるような学習活動を設
定した」と回答する教員は97％。
・児童生徒が主体的に取り組むための「できる状況づくり」を
意識した実践が、各学部で広がった。単元設定や手だて、関
わり方の工夫により、子どもが主体的に取り組む姿が各場
面で見られた。
・学部会や学部研で、「本校の教育」を用いながら、支援に
ついての共通理解を図った。

A

・保護者の評価が高く、大変良い。
・児童生徒の良いところを伝えていくことで、自己
肯定感も上がり、素晴らしいと思う。

○明るく楽しい学校づくり ○個に応じた方法で児童生徒と挨拶を
交わし、明るい学校づくりに努めている
と回答する保護者・職員90％以上

・場に応じた挨拶の指導を行い、教師がその手本となる。
・児童生徒や保護者、職員同士でも笑顔を添えて明るい挨拶
や言葉かけを積極的に行う。
・丁寧なかかわりを心がけ、児童生徒の気持ちを汲み取るよ
うに機会あるごとに学部会等で呼びかける。 A

・職員は、個に応じた方法で児童生徒と挨拶を交わし、明る
い学校づくりに努めていると回答した保護者97％、職員は
99％であった。
・教師が率先して挨拶をするように心がけ、児童生徒からも
明るい返事が返ってきていた。また、児童生徒同士でも挨拶
を交わす様子があった。
・学部会で生徒の情報を共有し、細やかな支援に役立てた。
・学部会だけでなく、朝礼時も生徒への丁寧なかかわり方に
ついて共通理解を図るようにした。

A

・情報共有は非常に重要である。

●「望ましい生活習慣の形成」 〇学部の実態に応じた歯磨き指導の実
施年間３回以上
〇要受診者の受診率、昨年度比５％向
上を目指す。
〇対象の児童生徒に肥満指導を行う。

・歯科支援事業によるブラッシング指導の強化を図り、併せて
受診勧告を積極的に行う。
・歯科受診勧告書の配付を複数回行う。（長期休み前）
・中・高度肥満の児童生徒に適切な食事の取り方や運動等
についての保健だよりを作成し、肥満指導に努める。

A

・各学部の実態に応じてブラッシング指導を３回以上行い、
併せて受診勧告を積極的に行った。
・歯科の要受診者の受診率が、昨年度比43.9％から67.3％
に向上した。
・中・高度肥満の児童生徒に生活習慣の保健だよりの作成
や体重測定実施者については、担任・保護者と連携し、「給
食のおかわりなしや運動をする」などの工夫を行った。

A

・受診率が向上していることは大変良い。
・卒業後は運動の機会が少なく、体重管理が難し
い例もある。家庭と連携して指導を行う取り組み
は重要である。

○安全防災及び安全衛生に係る教育の
充実

○「健康で安全に学校生活を送ることが
できた」と回答する保護者80％以上

・学期ごとに通学指導を行う。また、毎月単独通学者を対象
に交通の決まりやルールの確認を行う。
・安全防災教育における各種訓練を行い、自然災害等に対
する備えをし、児童生徒や職員の防災意識を高める。
・保健だよりや各学級で手洗い・うがいの励行や熱中症、感
染症予防を呼びかけ、継続的に指導する。

A

・「健康で安全に学校生活を送ることができた」と回答した保
護者は98％であった。
・学期ごとの通学指導を行うことで、生徒の公共交通機関を
利用する際のマナーについての確認を行った。また、単独通
学者に向けた指導では、近隣で起きた事案を早期に周知
し、未然の防止に心掛けた。
・児童生徒・職員に熱中症対策や感染対策についての呼び
かけ、保健だよりの作成を行うなど継続的に保健指導を行う
ことができた。

A

・熱中症対策や感染症対策を今後も継続してほし
い。
・AEDを実勢に生徒が触って、使ってみる経験も良
いかと思う。

●地域支援

●効果的な地域支援に向けた特別支援
学校のセンター的機能の充実

〇「特別支援学校の職員として、セン
ター的機能を充実させるために何らかの
役割を果たしている」と回答した職員
70％以上

・センター的機能に関する研修会の実施
・教材教具や指導案等の情報提供を呼びかける。
・巡回相談への同行参加を呼びかける
・交流学習事前学習に、相手校に支援方法やポイントなどを
伝える機会の設定を提案する。
・福祉等の研修案内を周知し、参加して得た情報の共有を提
案する。

A

・「特別支援学校の職員として、センター的機能を充実させる
ために何らかの役割を果たしている」と回答した職員は、
79％であった。
・職員からの相談事例が増え、十分関わる中でセンター的機
能役割の具体的な実践例示及び理解の向上を図ることがで
きた。
・支援部員２名の巡回相談同行を実施することができた。
・単元担当者と適宜情報交換をすることで、スムーズな交流
学習当日につなげることができた。
・随時外部機関からの情報内容を精査し、対象者を絞りなが
ら掲示板や回覧等で周知することができた。

A

・情報を積極的に地域に発信してほしい。

●業務改善・教職員の働き
方改革の推進

●業務効率化の推進と時間外在校等時
間の削減

●教育委員会規則に掲げる時間外在校
等時間の上限を遵守する。
〇時間外在校等時間前年度マイナス１
時間を目指す。
●職員1人当たりの年次休暇の取得日
数14日以上を目指す。

・毎週金曜日を定時退勤推進日とし、うち月2回を完全定時退
勤日として計画的な業務の遂行を促す。
・毎月学部会や主事主任会で行事の見直しと精選を行う。
・会議内容の精査と時間配分を行う。
・パーソナルタイムや早下校の設定により、個人の業務時間
を確保する。

A

・業務全般において業務の効率化を考え、働き方の改
善を意識することができたと回答した職員は90 ％で
あった。
・時間外在校等時間の平均は、4月から1月までの10か
月間のうち7割の月で前年度マイナス1時間以上となっ
た。
・職員1人当たりの年次休暇の取得日数１４日以上を
達成することができた。

A

・先生方が笑顔で働ける環境づくりを今後も進め
てほしい。

（２）本年度重点的に取り組む独自評価項目

評価項目 重点取組内容
成果指標

（数値目標）
達成度
（評価）

実施結果 評価 意見や提言

●進路指導

●一人一人に即した進路指導の充実 ○児童生徒及び保護者のニーズに応じ
た情報を提供し、将来を見据えた指導・
支援を行うことができていると回答する
保護者の割合80パーセント以上

・保護者向け進路学習会を計画的に実施する。
・福祉サービス事業所の情報収集と提供に努める。
・生徒の就業・施設体験先としての新規の企業や事業所を開
拓する。 A

・児童生徒及び保護者のニーズに応じた情報を提供
し、将来を見据えた指導・支援を行うことができている
と回答した保護者は91％であった。
・進路学習会については、計画通りに行った。
・新規事業所情報については、職員室前の掲示板に掲
示し知らせるようにした。今後も情報を収集し、提示で
きるようにしたい。

A

・一人一人の将来を見据えた指導・支援を今後も
続けてほしい。
・卒業後の進路を心配される保護者も多いので、
寄り添った指導・支援をお願いします。

●･･･県共通　○･･･学校独自　◎･･･志と誇りを高める教育

●心の教育

●健康・体つくり

５ 総合評価・
  次年度への展望

・設定したすべての評価項目で、成果指標を達成することができた。このことに満足することなく、次年度も学校教育目標の達成に向けて取り組みを進めていきたい。
・重点目標①の学部間連携については、学部移行に向けて引継ぎのための授業参観を設定することができた。また、個別の指導計画や個別の教育支援計画等の作成は級外等の助言を得ながら作成する体制を取ることができた。
次年度は、進級時の引継ぎを確実に行うため、年度当初に早下校を４日間設定している。今後もこれらの取組により、学部間連携を図っていく。
・重点目標②で挙げた働き方改革の推進については、９割の職員が業務の効率化を意識したと回答しており、確実に改善している。また、職員の休憩時間を確保するため、次年度は下校時刻を１０分早めることが決定した。実施し
ていく中で更なる改善を図っていきたい。

学校関係者評価最終評価
具体的取組

重点取組

２ 学校教育目標 児童生徒一人一人に応じた教育活動を通して、子どもたちの持つ可能性をできる限り広げ、校訓にうたっている「明るく元気に生きる力」「心豊かに生活する力」「たくましく自立し社会に参加する力」をはぐくむとともに、他人を思いやることのできる児童生徒を育成
する。

３ 本年度の重点目標 ①学部間連携（小中高12年間の一貫した指導）を図り、児童生徒一人一人の自立と社会参加に向けた教育活動の推進に努める。
②職員の意識改革や学校の業務改善等を行い、働き方改革の推進に努める。

４ 重点取組内容・成果指標

重点取組
具体的取組

最終評価 学校関係者評価

達成度（評価）
 Ａ：十分達成できている
 Ｂ：おおむね達成できている
 Ｃ：やや不十分である
 Ｄ：不十分である学校名 佐賀県立唐津特別支援学校

１ 前年度
  評価結果の概要

・職員や保護者のアンケート数値を成果指標とした項目については、目標を達成できた。また、それ以外の項目でも、当初計画していた取り組み内容をほぼ実施することができた。
・学校の教育活動に対して保護者の理解と協力を得られていることが伺えた。今後も児童生徒の主体的に学ぶ意欲を引き出し、児童生徒が安心・安全な学校生活を送ることができるよう、学校、家庭、地域と連携しながら教育活動を進めていきたい。
・教職員の働き方改革については、一人一人の業務に対する意識改革の面で一定の成果が得られた。引き続き、時間外在校等時間の一層の削減に向けて、業務内容や行事の在り方を見直しながら働きやすい職場の実現に取り組みたい。


